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１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

（１）対象地域 

構成市町村名： 芦屋市 

面    積： 18.57 km2 

人    口： 95,475 人(令和 2年 10 月 1日現在) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

図 1 芦屋市 位置図 

 

 

 

（２）計画期間 

本計画は、令和 3年 4月 1 日から令和 9年 3月 31 日までの 6年間を計画期間とする。 

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直す

ものとする。 
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（３）基本的な方向 

芦屋市（以下「本市」という。）は、兵庫県の南東部、阪神地域のほぼ中央に位置し、面

積約 18.57km2、東西約 2.5km、南北約 9.6km と南北に細長いまちで、北は六甲の山並み南

は大阪湾に面し、芦屋川などの清流が流れ、気候温和な自然環境と便利な交通環境など、

生活条件に恵まれた住宅都市である。 

第 4 次芦屋市総合計画後期基本計画においては「環境に配慮した暮らしやまちづくり」

や「清潔なまちづくり」などを主要な施策に掲げている。 

本市のごみ排出量及び 1人 1 日当たりのごみ排出量は、2013（平成 25）年度以降、減少

傾向を辿っており、引き続き、ごみの発生抑制並びに再使用を推進している。 

また、資源化の推進については、使用済小型家電の回収や焼却灰のセメント原料化等に

取組んでいる。 

現在、本市における一般廃棄物の処理は、芦屋市環境処理センター（ごみ焼却施設、不

燃物処理施設（旧ごみ焼却施設に破砕選別設備を整備し、不燃物処理施設として利用）、ペ

ットボトル減容施設、リサイクル棟（旧ごみ焼却施設の管理棟をリユース家具・自転車の

展示場所として利用））において中間処理を行い、最終処分は大阪湾広域臨海環境整備セン

ターにおいて行っている。 

また、既存の芦屋市環境処理センターのごみ焼却施設については、過去に延命化を目的

とした基幹改良・大規模改修工事を実施しているが、不燃物処理施設は施設稼働から約 40

年が経過しており、老朽化が進んでいることから、日常の適正な運転管理と定期的な点検

整備に取り組んでいる。 

一方、本市で策定している一般廃棄物（ごみ）処理基本計画では、「わたしたち一人ひと

りが主役となって、身近なごみを意識し、持続可能な循環型社会を目指します」を基本理

念として掲げ、3R（発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生利用（リサイクル）

やごみの適正な処理等に取組んでいる。 

 

（４）ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況 

本市は、「旧兵庫県ごみ処理広域化計画」において単独処理ブロック（芦屋ブロック）と

して位置付けられている。また、「兵庫県廃棄物処理計画」のごみ処理の広域化の基本方針

の一つとして“地域特性を活かした一般廃棄物処理施設の広域化”が掲げられ、“地域のご

み処理状況、財政状況等実情に精通した市町が事業実施主体として、広域化を検討する。”

と示されている。 

そこで、可燃ごみについては、施設の集約化等によるごみ処理の効率化や高効率のエネ

ルギー回収施設の整備を目的とし、西宮市・芦屋市の枠組みによるごみの広域処理につい

て、平成 29 年度より「西宮市・芦屋市ごみ処理広域化検討会議」の場において検討を進

め、令和 3 年 1 月 20 日に開催された「第 12 回西宮市・芦屋市ごみ処理広域化検討会議」

において検討結果の整理を行った。 

なお、検討会議の結論については、広域化に関して意見集約や整理できた項目はあるも

のの、費用負担について両市の意見を一致させることは難しいものと判断し、トータルで

の意見の集約には至らず、本市単独による施設整備を進めることとなった。 
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令和 3年度に施設整備基本構想の策定を行い、令和 4年度から施設整備基本計画の策定、

さらに令和 5 年度からは生活環境影響調査に着手した。 

その後、令和 5 年 9 月から本市域の西側に隣接する神戸市と広域処理についての検討も 

進めた結果、可燃ごみに係る運搬中継施設を本市環境処理センター内に整備し、神戸市所 

有の焼却施設に運搬・焼却処理することとして、令和 12 年度以降に広域処理を開始すべ 

く協議を進めているところである。 

 

（５）プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容 

住民がプラスチック使用製品の使用を合理化し、プラスチック使用製品廃棄物の排出抑

制を促すよう、広報紙やホームページ等を通じ、啓発・情報提供を行うとともに、小学校

とも連携して環境学習を行う。 

また、プラスチック資源は当面の間、可燃ごみとして焼却処分を継続するが、令和 15年

度から分別収集及び再商品化を実施する。 

 

２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 

（１）一般廃棄物等の処理の現状 

令和元年度の一般廃棄物の処理状況は、図 2のとおりである。 

総排出量は、集団回収量も含め 32,967ｔであり、再生利用される「総資源化量」は

5,384ｔ、リサイクル率（＝（直接資源化量＋中間処理後の再生利用量＋集団回収量）／

（ごみの総処理量＋集団回収量）は 16.3％である。 

中間処理による減量化量は 23,246ｔであり、集団回収量を除いた排出量の 78.4％が減

量化されている。また、集団回収量を除いた排出量の 14.6％にあたる 4,337ｔが埋め立て

られている。 

なお、中間処理量のうち、焼却量は 27,583ｔである。 

また、ごみ焼却施設においては、温水の場内利用を行っている。 

 

 

 

図 2 一般廃棄物の処理状況フロー（令和元年度実績） 
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（２）一般廃棄物等の処理の目標 

本計画の計画期間中においては、循環型社会の実現を目指し、分別の徹底、再生資源集

団回収活動及び「スリム・リサイクル宣言の店」の推進、排出事業者責任の徹底等、それ

ぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

また、それぞれの施策に取組んだ場合の目標を表 1 に定める。 

 

表 1 減量化、再生利用に関する現状と目標 

 

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排

出量＋集団回収量に対する割合 

※2 （1 事業所当たりの排出量）＝｛（事業系ごみの総排出量）－（事業系ごみの資源ごみ量）｝／（事業所数） 

※3 （1 人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）｝／（人口） 

《用語の定義》 

 排出量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）[単位：トン] 

 再生利用量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和[単位：トン] 

 エネルギー回収量：エ ネ ル ギ ー 回 収 施 設 に お い て 発 電 さ れ た 年 間 の 発 電 電 力 量 [単 位 : M W h ] 及 び 熱 利 用 量 [単 位 : G J ] 

 減量化量：中間処理量と処理後の残さ量の差[単位：トン] 

 最終処分量：埋立処分された量[単位：トン] 

 

 

排出量 事業系　総排出量 8,949 ｔ 7,673 ｔ ( -14.3% )

　　１事業所当たりの排出量※2 3.0 2.7 ｔ／事業所 ( -10.0% )

生活系　総排出量 20,686 ｔ 18,525 ｔ ( -10.4% )

　　１人当たりの排出量※3 196 kg／人 173 kg／人 ( -11.7% )

合計　事業系生活系排出量合計 29,635 ｔ 26,198 ｔ ( -11.6% )

再生利用量 直接資源化量 986 ｔ ( 3.3%) 1,609 ｔ ( 6.1% )

総資源化量 5,384 ｔ ( 16.3%) 5,972 ｔ ( 20.3% )

エネルギー
回収量

年間の発電電力量
年間の熱利用量

―
1

MWh
GJ

―
1

MWh
GJ

最終処分量 埋立最終処分量 4,337 ｔ ( 14.6%) 3,706 ｔ ( 14.1% )

ｔ／事業所

指標・単位
現状（割合※1） 目標（割合※1）

（令和元年度） （令和9年度）

参考）平成 24 年度 1 人当たりの排出量：209kg／人（令和 9年度の 1 人当たりの排出量の割合-17.2％） 

計算根拠） 平成 24 年度の生活系ごみの総排出量：22,647t、生活系資源物量：2,411t／人口 96,613 人 

平成 24 年度の 1 人当たりの排出量：（22,647-2,411）÷96,613≒209 kg／人 

令和 9 年度の 1 人当たりの排出量の削減割合：（209-173）/209*100≒17.2％ 
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図 3 目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー（令和 9 年度目標） 
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0 ｔ
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３ 施策の内容 

（１）発生抑制、再使用の推進（芦屋市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画）平成 29 年 3 月・令和 4 年 3 月） 

ア マイ食器、マイボトルの利用 （発生抑制） 

普段の生活やイベント等に参加する際、マイ食器（箸等）やマイボトル（水筒等）の携

帯を推進することで、割り箸やペットボトルの使用を抑制する。 

イ マイバッグの利用 （発生抑制） 

買い物時に買い物袋（マイバッグ）を持参することで、レジ袋等の削減を推進する。 

ウ 「スリム・リサイクル宣言の店」の推進 （発生抑制・再使用） 

事業所におけるごみの減量化・再資源化を推進する。 

エ 食材や日用品の最後までの使い切り（発生抑制） 

食材や日用品の計画的購入や、最後までの使い切りを推進する。 

オ 過剰包装の防止（発生抑制） 

買い物時の二重包装や小分け袋等の過剰包装の防止を推進する。 

カ 製品の長期使用（発生抑制） 

製品を大切に長期間使用し、購入、使用、廃棄のサイクルを長くすることを推進する。 

キ リユース活動の実施（再使用） 

フリーマーケットやリサイクルショップの利用や、再使用（リユース）可能な製品の

購入等を推進する。 

ク 生ごみ堆肥化容器の活用（発生抑制） 

食材の最後までの使い切りを実施して、なお発生する生ごみを堆肥化することで、生

ごみの減量を推進する。 

ケ 生ごみの水切り（発生抑制） 

食材の最後までの使い切りを実施して、なお発生する生ごみを水切りすることで、生

ごみの減量を推進する。 

コ 環境に配慮した製品の設計、販売及びサービスの実施（発生抑制・再使用） 

事業者が環境性を考慮した製品の設計、販売及びサービスの実施を推進する。 

サ 環境学習の実施 

処理センターの見学会をとおして、ごみ処理の現状及びごみの減量化・再資源化等の

情報を提供し、ごみに関する意識向上を図る。 

シ ポスター展の開催 

市（行政）が、市内の小・中学生を対象に「ごみ問題」、「環境問題」をテーマとして、

毎年ポスター作品を募集・展示する。 
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ス 持ち込みごみ予約制の実施（発生抑制） 

処理センターへごみを持ち込む場合に、1 週間前から当日(午前中)までに持ち込みご

み予約センターに事前に申し込むことを義務付ける。 

セ 有料化の検討（発生抑制・再使用） 

生活系ごみを排出する際のごみ袋毎に一定の手数料を徴収する有料化の導入を検討す

るにあたり、まずは、ごみの分別・ごみ減量・ごみ捨てマナーの向上を目的とし、指定

ごみ袋を令和 5年 10 月から導入した。その効果等の分析を行い、ごみ分別の徹底・ごみ

発生抑制の観点から有料化について適切に判断していく。 

ソ フードドライブ活動の拡充（再使用） 

生活協同組合コープこうべ及び芦屋市社会福祉協議会と連携した活動を拡充する。 

 

（２）処理体制 

ア 生活系ごみの処理体制の現状と今後 

分別区分及び処理方法については、表 2 のとおりである。ごみ量については、令和元

年度に 29,635t であったが、人口減少の影響やごみに関する施策の取り組み等により令

和 9 年度には 26,198t まで減少すると予測している。 

今後は、ごみの発生抑制と再使用の推進や資源循環に向けた分別の徹底による再生利

用の推進に努めるとともに、環境負荷の低減や資源化の推進に配慮したシステムづくり

を目指す。 

中間処理施設においては、点検と整備による安定・安全な運用確保の継続に努め、適

正な管理運用を図る。最終処分場については、大阪湾フェニックスセンターへの搬入継

続、一部、焼却灰の資源化の実施に取り組む。 

イ 事業系ごみの処理体制の現状と今後 

現在、生活系ごみの分別区分に準じて許可業者が焼却施設及び不燃物処理施設等に収

集運搬を行っている。今後も引き続き分別の徹底等、適正処理を推進していく。 

また、事業系ごみの展開検査、状況に応じた許可業者や排出事業者に対する指導、ご

みの適正処理やごみ出しルールの周知等を促進する。 

ウ 今後の処理体制の要点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○可燃性廃棄物は、当面は現状の体制（芦屋市の既設焼却施設）で処理を行うこととするが、既存焼却

施設においても老朽化が進んでいる状況にあるため、焼却施設の更新について検討を行っており、神

戸市との広域処理を令和 12 年度以降に開始すべく協議を進めている。 

○資源物については、新たに整備するリサイクル施設において、不燃・粗大ごみを含めた資源化を行う。 

○事業系一般廃棄物については、分別等に関する情報の周知を徹底し、自主的な資源化への取組を促す。 

〇「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の施行に伴い、プラスチック使用製品廃棄物

の分別収集に関する検討を進めている。 
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（３）処理施設等の整備 

ア 廃棄物処理施設 

前記（2）に示す今後の分別区分及び処理体制による処理を行うため、表 3のとおり必

要な施設整備を行う。 

 

表 3 整備する処理施設 

事業 

番号 

整備施設種類 

施設名 
事業名 処理能力 設置予定地 

事業期間 

(全体事業

期間) 

国土 

強靭化 

プラ要件化

の経過措置

の適用事業 

１ 

マテリアルリサイクル推進施設 

芦屋市リサイクルセンター 

・プラスチック類資源化施設 

芦屋市環境処理センター 

資源化施設整備事業(仮称) 
約 20 t/日 

芦屋市浜風町 

31 番 1 号 
(R10-R14) 

芦屋市強

靱化計画

R4.4 

－ 

２ 廃棄物運搬中継施設 

芦屋市環境処理センター 

廃棄物運搬中継施設整備事業

(仮称) 

 約 88t/日 
芦屋市浜風町 

31 番 1 号 
(R10-R14) 

芦屋市強

靱化計画

R4.4 

－ 

（整備理由）事業番号 1 既存施設の老朽化、資源回収・有効利用の促進及びプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品 

化実施のため 

事業番号 2 可燃ごみを神戸市へ効率的に中継輸送することで広域化を図る。 

 

（４）施設整備に関する計画支援事業 

前記（3）の施設整備に先立ち、表 4のとおり計画支援事業を行う。 

表 4 実施する計画支援事業 

事業 

番号 
事業名 事業内容 事業期間 

プラ要件化の経過 

措置の適用事業 

1,2 

マテリアルリサイクル推進施設（事業番号 1）・廃棄物運搬

中継施設（事業番号 2）に係る土壌調査事業 

地歴調査 

土壌汚染調査 
R3-R8 － 

マテリアルリサイクル推進施設（事業番号 1）・廃棄物運搬

中継施設（事業番号 2）に係る測量・地質調査事業 
測量・地質調査 R8 － 

マテリアルリサイクル推進施設（事業番号 1）・廃棄物運搬

中継施設（事業番号 2）に係る生活環境影響調査事業 
生活環境影響調査 R5-R7 － 

マテリアルリサイクル推進施設（事業番号 1）・廃棄物運搬

中継施設（事業番号 2）に係る施設整備基本計画作成事業 
施設整備基本計画 R4-R7 － 

マテリアルリサイクル推進施設（事業番号 1）・廃棄物運搬

中継施設（事業番号 2）に係る発注支援事業 

施設整備工事及び 

廃焼却炉解体工事の 

要求水準書等 

 R8 

(R8-R10) 
－ 

マテリアルリサイクル推進施設（事業番号 1）・廃棄物運搬

中継施設（事業番号 2）に係る解体前調査・分析 

（アスベスト） 

アスベスト調査 R5 － 

マテリアルリサイクル推進施設（事業番号 1）・廃棄物運搬

中継施設（事業番号 2）に係る解体前調査・分析 

（ダイオキシン類） 

ダイオキシン類調査 R5 － 

（５）その他の施策（芦屋市一般廃棄物処理基本計画（ごみ処理基本計画）平成 29 年 3 月・令和 4 年 3 月） 

その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。 
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ア ごみ処理に関する情報の提供 

芦屋市（行政）が発行する「広報あしや」等の広報紙で、ごみの減量化・再資源化方法

及びごみの処理状況や経費等の情報を提供し、ごみに関する意識向上を図る。 

イ 事業系ごみの適正処理 

① 「事業系ごみハンドブック」の発行 

「事業系ごみハンドブック」を発行し、事業者に対して適正処理やごみ出しルールを

周知する。 

② 排出事業者責任の徹底 

事業者が事業活動に伴い生じる廃棄物を事業者自らの責任において適正処理し、本市

の処理センターにおいて処理する場合は、本市の定めた排出ルールを遵守する。 

③ ごみの展開検査の実施 

処理センターへ搬入される事業系ごみの展開検査を実施し、搬入禁止物や資源ごみの

混入が確認された場合は、収集運搬許可業者や排出事業者に対して指導等を実施する。 

ウ 持ち去り防止パトロールの実施 

家庭ごみステーションに排出された資源ごみのうち、主に缶や紙資源の持ち去りを防

止する。 

エ 適正な料金体系の検討 

処理センターへ直接ごみを持ち込む場合の手数料の適正な料金体系を検討する。 

オ 処理センターにおける適正処理の実施 

処理センターに搬入されるごみを処理する上で、排ガスの基準値等の遵守や、本市独

自の環境マネジメントシステム（EMS）の導入等を実施し、環境への負荷の低減を図る。 

カ 廃家電・使用済み小型家電のリサイクルに関する普及啓発 

廃家電・使用済み小型家電のリサイクルについては、家電リサイクル法及び小型家電

リサイクル法に基づく、適切な回収、再商品化がなされるよう、引き続き家庭ごみハン

ドブック等により啓発する。 

キ 不法投棄対策 

事業系ごみの家庭ごみステーションやパイプライン投入口への排出が目撃情報等によ

り確認されているため、直接事業者に指導を行うことで事業系ごみの不法投棄を防止す

る。 

ク 災害時の廃棄物処理に関する事項 

災害廃棄物対策指針や芦屋市地域防災計画等を踏まえ、平成 18年 3月に策定している

芦屋市災害廃棄物処理計画を現状に合わせて今後改定するものとし、当該計画に基づき、

災害発生時には、生活基盤の早期回復と生活環境の改善を図るため、適正かつ円滑なご

み処理を行う。また、災害が発生した場合において、協定市町が相互に応援し、その応

急対策活動の万全を期すことを目的とした協定を他自治体と締結している。 
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４ 計画のフォローアップと事後評価 

（１）計画のフォローアップ 

毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じて、兵庫県

及び環境省と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行う。 

 

（２）事後評価及び計画の見直し 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに

計画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとす

る。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直すもの

とする。  
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様式 1     循環型社会形成推進交付金事業実施計画 総括表 1（令和 3年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．地域の概要

人 km2

　人口　面積　沖縄　離島　奄美　豪雪　山村　半島　過疎　その他

組合を構成する市町村：

設立されていない場合、今後の見通し：

＊　交付要綱で定める交付対象となる要件のうち、該当する項目全てに○を付ける。

２．一般廃棄物の減量化、再生利用の現状と目標

事業系 9,886 9,527 9,132 9,078 9,188 9,097 9,377 9,274 9,471 9,364 8,949 8,840 7,673 (R1比-14.3%)

3.1 3.0 3.0 3.0 3.1 3.1 3.1 3.1 3.2 3.2 3.0 3.0 2.7 (R1比-10.0%)

生活系 22,429 22,788 22,380 22,433 21,737 21,829 21,534 21,638 21,384 21,492 20,686 20,794 18,525 (R1比-10.4%)

208 212 208 208 203 204 202 203 202 203 196 197 173.0 (R1比-11.7%)

合計 32,315 32,315 31,512 31,511 30,925 30,926 30,911 30,912 30,855 30,856 29,635 29,634 26,198 (R1比-11.6%)

1,237 (3.8%) 1,227 (3.9%) 1,160 (3.8%) 1,074 (3.5%) 1,029 (3.3%) 986 (3.3%) 1,609 (6.1%)

6,128 (16.9%) 6,059 (17.1%) 5,745 (16.6%) 5,650 (16.4%) 5,596 (16.3%) 5,384 (16.3%) 5,972 (20.3%)

1 1 1 1 1 1

24,933 (77.2%) 24,153 (76.6%) 24,070 (77.8%) 24,210 (78.3%) 24,230 (78.5%) 23,246 (78.4%) 19,743 (75.4%)

24,956 (88.1%) 24,152 (87.5%) 24,070 (88.5%) 24,207 (88.6%) 24,227 (88.5%) 23,244 (88.4%)

5,228 (16.2%) 5,194 (16.5%) 4,849 (15.7%) 4,633 (15.0%) 4,511 (14.6%) 4,337 (14.6%) 3,706 (14.1%)

5,207 (16.1%)

　※別添資料として指標と人口等の要因に関するトレンドグラフを添付した。（別添資料2）

令和9年度

―

1(年間の熱利用量　GJ）

減量化量
減量化量（中間処理前後の差　トン）

最終処分量
埋立最終処分量（トン）

― ― ― ― ― ―

再生利用量
直接資源化量(トン）

総資源化量（トン）

エネルギー回収量 エネルギー回収量
(年間の発電電力量　MWｈ）

排出量

総排出量(トン）

1事業所当たりの排出量（トン/事業所）

総排出量(トン）

1人当たりの排出量（kg/人）

事業系生活系の総排出量合計（トン）

目標

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

　(4)構成市町村等名 芦屋市 　(5)地域の要件＊

　(6)構成市町村に一部事務組合等が

　　 含まれる場合、当該組合の状況

指標・単位
年

過去の状況・現状（排出量等に対する割合）

　(1)地域名 芦屋市 　(2)地域内人口 95,475 　(3)地域面積 18.57
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３　一般廃棄物処理施設の現況と更新、廃止、新設の予定

（１）現有施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工年月
廃止又は

休止（予定）年月

焼却施設
芦屋市環境処理センター

ごみ焼却施設
芦屋市

全連続燃焼方式
（ストーカ式）

230ﾄﾝ/日 H8.3 　R15.3　廃止予定

― H8改修

※計画地域内の施設の状況を地図上に示したものを添付した。（別添資料1）

（２）更新（改良）・新設施設リスト

施設種別 施設名 事業主体 型式及び処理方式 処理能力（単位） 竣工予定年月日 更新（改良）・新設理由
廃焼却施設解体事業

着手（予定）年月

完了（予定）年月

想定される浸水

深と対策

プラスチック再

商品化を実施

するための施

設整備事業

備考

旧ごみ焼却施設に破砕
選別設備を整備し、不燃

物処理施設として利用。

様式１

循環型社会形成推進交付金等事業実施計画　総括表１

解体（予定）年月 想定される浸水深と対策 備考

未定

高潮浸水想定区域の最大浸水深は
1.0ｍ以上3.0ｍ未満、対策としては
特になし。

リサイクル
センター

芦屋市環境処理センター
不燃物処理施設

（旧ごみ焼却施設）

芦屋市
二軸剪断式

（不燃性粗大ごみ用・

可燃性粗大ごみ用）

不燃5～8ﾄﾝ/ｈ
可燃10ﾄﾝ/5h

S52.7 R10.10　廃止予定 R12.3　解体予定

R10.10　廃止予定 R12.3　解体予定

保管・展示施設
芦屋市環境処理センター

リサイクル棟
芦屋市 保管・展示など R7.12　廃止予定 R8.3　解体予定

PET圧縮施設
芦屋市環境処理センター

ペットボトル減容施設
芦屋市

選別設備、圧縮梱
包設備、貯留設備

300kg/ｈ H12.7

旧ごみ焼却施設の管理
棟を改修し、リユース家

具・自転車の展示場所に
利用。

廃焼却施設の解体の有無
（解体施設の名称）

リサイクル
センター・プラス

チック類資源化
施設

芦屋市環境処理センター

資源化施設(仮称)
芦屋市 破砕・選別・圧縮 約20ｔ/日 R15.4

既存施設老朽化
のための新設・プラス

チック資源化施設新
設のため

有
(芦屋市環境処理センター

不燃物処理施設(旧ごみ焼
却施設))

R10.11

R12.3

高潮浸水想定

区域の最大浸
水深は1.0ｍ以

上3.0ｍ未満、

対策として、重

要機器を2階以

上に設置し、地
下構造をできる

だけ採用しない

対策をとる。

〇

廃棄物運搬中継

施設

芦屋市環境処理センター

廃棄物運搬中継施設(仮称)
無 無 －芦屋市

コンパクタ・コンテナ

方式　(想定)
約88t/日 R15.4

神戸市所有焼却施設

への運搬のため
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様式２

令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和 令和

事業名称 単位 開始 終了 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度 03年度 04年度 05年度 06年度 07年度 08年度

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

芦屋市環境処理センター
廃棄物運搬中継施設整備事業(仮称)

2 芦屋市 約88 t/日 － － 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全体事業：
R10～R14

138,600 1,300 10,200 32,500 22,000 18,000 54,600 138,600 1,300 10,200 32,500 22,000 18,000 54,600

1,2 芦屋市 R3 R8 138,600 1,300 10,200 32,500 22,000 18,000 54,600 138,600 1,300 10,200 32,500 22,000 18,000 54,600
全体事業：

R3～R9

138,600 1,300 10,200 32,500 22,000 18,000 54,600 138,600 1,300 10,200 32,500 22,000 18,000 54,600

循環型社会形成推進交付金事業実施計画総括表２（令和3年度）

事業種別 事業
番号

事業主体
名称

規模
事業期間
交付期間

総事業費(千円） 交付対象事業費(千円）

備考

0

○マテリアルリサイクル等に関する事業

リサイクルセンター・プラスチック類資源化施設

芦屋市環境処理センター
資源化施設整備事業(仮称)

1 芦屋市 約20 ｔ/日 - - 0 0
全体事業：
R10～R14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

○廃棄物運搬中継施設に関する事業

廃棄物運搬中継施設

○施設整備に関する計画支援事業

芦屋市環境処理センター
資源化施設整備事業(仮称)に関する計画支援事業
・廃棄物運搬中継施設整備事業(仮称)に関する計
画支援事業

合　　　計
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【参考資料様式１】 

施設概要（マテリアルリサイクル施設系） 

都道府県名 兵庫県 

 (1) 事業主体名 芦屋市 

 (2) 施設名称 芦屋市環境処理センター  資源化施設（仮称） 

 (3) 工期 ※1 （全体：令和 10 年度～令和 14年度） 

 (4) 施設規模 処理能力 約 20t/日 

 (5) 形式及び処理方式 破砕・選別・圧縮・保管 

 (6) 地域計画内の役割 ※2 資源回収・有効利用の促進 

 (7) 廃焼却施設解体 

工事の有無 
有   無 

 

「ストックヤード」を整備する場合 

(8) ストック対象物  

「容器包装リサイクル推進施設」を整備する場合 

 (9) 容器包装リサイクル推

進施設の内訳 

①分別収集回収拠点の整備 

・ごみの分別収集・処理方法 

・ごみ容器の種類・設置基数 

・建築物の構造 

②小規模ストックヤードの整備 

・施設規模 

・ストック対象物 

③簡易プレス機の整備 

・処理方法 

・処理能力 

・設置場所 

④電気ごみ収集車及び分別ごみ収集車の整備 

・導入台数（積載量） 

・運行計画 

「灰溶融施設」を整備する場合 

(10) スラグの利用計画  

 

 (11) 総事業計画額 ※1 
未定  千円（全体：  千円） 

うち、交付対象事業費 未定  千円（全体：  千円） 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の工期、金額を記載し、全体の工期、

金額を括弧書きすること。 

※2 基幹的設備改良事業を実施する場合は、二酸化炭素の削減率を記載すること。 
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【参考資料様式４】 

施設概要（廃棄物運搬中継施設系） 
都道府県名 兵庫県       

 

(1) 事業主体名 芦屋市 

(2) 施設名称 芦屋市環境処理センター  中継施設（仮称） 

(3) 工期 ※1 （全体：令和 13 年度～令和 14年度） 

(4) 施設規模 処理能力  約 88ｔ／日 

(5) 形式及び処理方式 ごみ種別（ 可燃 ・ 不燃 ・ その他（    ） ） 

(6) 地域計画内の役割 
ごみ処理の広域化に向け、効率的なごみ輸送を行うため、可燃ごみ

中継施設を整備する。 

(7) 広域化・集約化内容 
 芦屋市から発生する可燃ごみを積替え、神戸市の所有する焼却施

設でごみ処理を行う。 

(8) 廃焼却施設解体 

工事の有無 
  有   無 

 

 

(9) 総事業計画額 ※1 
未定  千円(全体：  千円) 

うち、交付対象事業費 未定  千円(全体：  千円) 

 

 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の工期、金額を記載し、全体の工期、

金額を括弧書きすること。 
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 【参考資料様式８】 

計画支援概要 
都道府県名 兵庫県 

 

(1) 事業主体名 芦屋市 

 (2) 事業目的 マテリアルリサイクル推進施設整備・廃棄物運搬中継施設整備のため 

 (3) 事業名称 土壌調査事業 測量・地質調査事業 
生活環境影響調査 

事業 

施設整備基本計画作成

事業 

(4) 事業期間 ※1 令和3年度～令和8年度 令和8年度 令和5年度～令和7年度 令和4年度～令和7年度 

 (5）事業概要 
地歴調査・土壌汚染 

調査の実施 

測量・地質調査の実施 

 

生活環境影響調査の

実施 

施設整備基本計画の 

策定 

     

(6）総事業計画額  

※1 

7,700千円 

うち、交付対象事業費 

7,700千円 

21,600千円 

うち、交付対象事業費 

21,600 千円 

22,400千円 

うち、交付対象事業費 

22,400 千円 

48,400千円 

うち、交付対象事業費 

48,400 千円 

 

 

(1) 事業主体名 芦屋市 

 (2) 事業目的 マテリアルリサイクル推進施設整備・廃棄物運搬中継施設整備のため 

 (3) 事業名称 発注支援事業 
解体前調査・分析 

（アスベスト） 

解体前調査・分析 

（ダイオキシン類） 

 

(4) 事業期間 ※1 

令和8年度 

（全体：令和8年度 

～令和10年度） 

令和5年度 令和5年度  

 (5）事業概要 

施設整備工事及び廃焼

却炉解体工事の要求水

準書等の作成 

アスベスト調査の実施 

 

 

ダイオキシン類調査の

実施 

 

 

     

(6）総事業計画額 

※1 

26,600千円 

 (全体: 138,600千円) 

うち、交付対象事業費 

26,600千円 

 (全体: 138,600千円) 

4,200千円 

うち、交付対象事業費 

4,200 千円 

7,700千円 

うち、交付対象事業費 

7,700 千円 

 

※1 事業が複数の地域計画にまたがる場合、本地域計画期間内の工期、金額を記載し、全体の工期、

金額を括弧書きすること。 
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別添資料１ 

現有ごみ処理施設の概要、位置図 

実施 

主体 

施設名 

（所在地） 

施設 

種別 

形式及び 

処理方式等 
処理能力 

供用 

開始 

芦
屋
市 

芦屋市環境処理センター 

ごみ焼却施設 

(芦屋市浜風町 31 番 1 号) 

焼却施設 連続燃焼ストーカ式 230 ﾄﾝ/日 

(115 ﾄﾝ/日×2 基) 

H8.3 

芦屋市環境処理センター 

不燃物処理施設 

【旧ごみ焼却施設】 

(芦屋市浜風町 31 番 1 号) 

破砕選別 

施設 

二軸剪断式 

（不燃性粗大ごみ用・可

燃性粗大ごみ用） 

不燃 5～8 ﾄﾝ/ｈ×1 基 

可燃 10t/5h×1 基 

S52.7 

芦屋市環境処理センター 

ペットボトル減容施設 

(芦屋市浜風町 31 番 1 号) 

PET 圧縮

施設 

選別設備、圧縮梱包

設備、貯留設備 

300kg/ｈ×1 基 H12.7 

芦屋市環境処理センター 

リサイクル棟 

(芦屋市浜風町 31 番 1 号) 

保管・展 

示施設 

保管・展示など 
― 

H8 改修 

(旧ごみ焼却施

設の管理棟) 

※新ごみ処理施設の概要、位置図（予定） 

芦屋市環境処理センター 

資源化施設（仮称） 

(芦屋市浜風町 31 番 1 号) 

資源化 

施設 

破砕・選別設備 

資源化設備等 
約 20t/日 R15.4 予定 

芦屋市環境処理センター 

中継施設（仮称） 

(芦屋市浜風町 31 番 1 号) 

中継施設 
コンパクタ・コンテナ

方式 (想定) 
約 88t/日 R15.4 予定 

備考)災害対策については、芦屋市災害廃棄物処理計画(平成１８年３月策定)を現状に合わせ 
  今後改定を行い、当該計画に基づき、災害発生時における生活基盤の早期回復と生活環境 

の改善を目的とした、適正かつ円滑なごみ処理を行う予定。 
    なお、災害が発生した場合において、協定市町が相互に応援し、その応急対策活動の万全 

を期すことを目的とした協定を他自治体と締結している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境処理センター（浜風町 31番 1号） 

※新ごみ処理施設も同住所 
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別添資料２ 

 

指標と人口に関するトレンドグラフ 

 

 

※1 （1 事業所当たりの排出量）＝｛（事業系ごみの総排出量）－（事業系ごみの資源ごみ量）｝／（事業所数） 

※2 （1 人当たりの排出量）＝｛（生活系ごみの総排出量）－（生活系ごみの資源ごみ量）｝／（人口） 

※3 リサイクル率は事業系資源化量を含む 

 

備考 1）添付資料 2 における「中間処理後資源化量」は直接資源化量と処理後再生利用量の和を示す。 

備考 2）四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。 

  

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

人口 人 96,659 96,897 96,616 96,191 96,196 96,017 95,608 95,475 95,305 94,365 93,425 93,119 92,812 92,506 92,199

事業所数 社 3,072 3,178 3,060 2,941 2,980 2,962 2,944 2,925 2,907 2,889 2,871 2,853 2,834 2,816 2,798

排出量 ｔ 33,315 32,315 31,512 30,925 30,911 30,855 29,635 29,791 29,806 29,733 28,340 26,985 26,638 26,299 26,198

生活系排出量 ｔ 22,785 22,429 22,380 21,737 21,534 21,384 20,686 21,407 21,158 20,828 19,893 18,990 18,763 18,537 18,525

事業系排出量 ｔ 10,530 9,886 9,132 9,188 9,377 9,471 8,949 8,384 8,648 8,905 8,447 7,995 7,875 7,762 7,673

１人１日当たりの排出量 g/人日 944 914 891 881 880 880 847 855 857 863 829 794 786 779 776

１人当たりの排出量※1 kg/人 211 208 208 203 202 202 196 201 200 197 189 179 176 173 173

１事業所当たりの排出量※2 t/事業所 3.4 3.1 3.0 3.1 3.1 3.2 3.0 2.9 3.0 3.1 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7

再生利用量 ｔ 6,264 6,128 6,059 5,745 5,650 5,596 5,384 5,383 5,026 5,310 5,453 5,609 5,781 5,951 5,972

中間処理後資源化量 ｔ 2,191 2,154 2,165 2,006 2,068 2,114 2,052 2,309 2,091 2,241 2,352 2,474 2,600 2,726 2,749

集団回収量 ｔ 4,073 3,974 3,894 3,739 3,582 3,482 3,332 3,074 2,935 3,069 3,101 3,135 3,181 3,225 3,223

（リサイクル率）※３ ％ 16.8 16.9 17.1 16.6 16.4 16.3 16.3 16.4 15.4 16.2 17.3 18.6 19.4 20.2 20.3

中間処理による減量化量 ｔ 25,365 24,933 24,153 24,070 24,210 24,230 23,246 23,138 23,335 23,147 21,881 20,637 20,239 19,847 19,743

（減量化率） ％ 76.1 77.2 76.6 77.8 78.3 78.5 78.4 77.7 78.3 77.8 77.2 76.5 76.0 75.5 75.4

エネルギー回収量 GJ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

埋立最終処分量 ｔ 5,759 5,228 5,194 4,849 4,633 4,511 4,337 4,344 4,380 4,345 4,107 3,874 3,799 3,726 3,706

（最終処分率） ％ 17.3 16.2 16.5 15.7 15.0 14.6 14.6 14.6 14.7 14.6 14.5 14.4 14.3 14.2 14.1

指標
実績 将来予測
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別添資料３ 

ごみの分別区分 

 

分別区分 収集回数 対 象 
排出方法/ 

排出場所 

燃やすごみ 2 回/週 

生ごみ類、資源にならない紙類、プラスチック類、ゴ

ム・革・衣類、植木・落ち葉・雑草（多量の場合は植木

剪定ごみ） 等 

袋・指定ごみ袋(家庭系

のみ)/ステーション・パ

イプライン（投入口） 

燃
や
さ
な
い
ご
み 

資
源
ご
み 

紙資源 

1～2 回/月 段ボール 

紐で縛る/ステーション 

1 回/月 雑誌・チラシ・雑がみ等 

1 回/月 新聞紙 

1 回/月 紙パック 

ペット 

ボトル 
2～3 回/月 

ペットボトルの識別表示マークがあるもの（飲料水、

酒、みりん等のペットボトル） 
袋/ステーション 

缶 1 回/月 

スチール缶類、アルミ缶類 

（ジュース、お酒、缶詰の缶 お菓子、お茶などの缶、  

一斗缶までの大きさの缶類） 

袋/ステーション 

ビン 1～2 回/月 

ジュース、お酒、調味料などのビン  

ジャム、佃煮など食料品のビン  

くすり、化粧品などのビン 

袋/ステーション 

その他燃や

さないごみ 
2 回/月 

小型家電類、金属類、陶磁器類、ガラス類、刃物類、 

乾電池、スプレー缶・卓上ボンベ類 

（一番長い辺が 30cm 未満のもの(傘・蛍光灯は除く)。） 

袋・指定ごみ袋(家庭系

のみ)/ステーション 

粗大ごみ 
随時 

（申込制） 

家具、寝具、じゅうたん、自転車、ラジカセ等 

（50cm 以上の燃やすごみ、30cm 以上の燃やさないごみ） 

ごみ処理券（シール）を

貼る/ステーション 

一時多量ごみ 
随時 

（申込制） 
引っ越し等の一時多量ごみ 戸別収集 

植木剪定ごみ 
随時 

（申込制） 
植木剪定の木、枝、葉っぱ 戸別収集 

再生資源 

集団回収 
随時 

段ボール、雑誌・チラシ等、新聞紙、飲料用紙容器（紙

パック）、古着、缶 

実施団体が指定する 

場所 

 


